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衆
議
院
議
員
赤
嶺
政
賢
君
提
出
諫
早
湾
干
拓
事
業
の
農
地
配
分
と
調
整
池
の
水
質
改
善
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

（
一
）
に
つ
い
て

た
ん

国
営
諫
早
湾
土
地
改
良
事
業
（
以
下
「
本
事
業
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
平
坦
な
農
地
に
乏
し
い
長
崎
県
に
お
い
て

大
規
模
な
優
良
農
地
を
造
成
し
、
生
産
性
が
高
く
環
境
に
配
慮
し
た
農
業
経
営
の
実
現
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

長
崎
県
が
示
し
て
い
る
農
地
の
リ
ー
ス
方
式
を
導
入
す
る
と
の
方
針
は
、
環
境
保
全
型
農
業
の
推
進
や
、
干
拓
地
の
細
分
化

の
防
止
等
の
た
め
で
あ
り
、
本
事
業
の
目
的
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
二
）
に
つ
い
て

干
拓
地
を
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
配
分
す
る
こ
と
は
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
条
）
第
九
十

四
条
の
八
の
二
に
規
定
さ
れ
た
方
法
で
あ
る
。
財
団
法
人
長
崎
県
農
業
振
興
公
社
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
同
公
社
か
ら
配
分

申
込
書
が
提
出
さ
れ
た
段
階
で
、
そ
の
適
格
性
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
三
）
に
つ
い
て

長
崎
県
か
ら
は
、
農
地
の
貸
付
料
金
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
標
準
小
作
料
、
地
元
負
担
金
の
償
還
等
を
考
慮
し
て
設
定
す

一



る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
償
還
財
源
に
係
る
金
利
等
が
現
時
点
で
は
不
明
確
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
現
時
点
に
お
い
て
農
地

の
貸
付
料
金
を
明
示
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。

（
四
）
に
つ
い
て

国
と
し
て
は
、
現
時
点
で
は
、
工
事
完
了
後
の
水
質
保
全
対
策
に
つ
い
て
は
、
予
定
し
て
い
な
い
。

（
五
）
に
つ
い
て

長
崎
県
が
平
成
十
五
年
三
月
に
策
定
し
た
諫
早
湾
干
拓
調
整
池
水
質
保
全
計
画
（
第
二
期
）
（
以
下
「
第
二
期
水
質
保
全

計
画
」
と
い
う
。
）
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
、
関
係
自
治
体
が
行
う
生
活
排
水
対
策
等
を
含
む
水
質
保
全
対
策
が
完
了
し
て

い
な
い
こ
と
か
ら
、
調
整
池
の
水
質
は
、
水
質
保
全
目
標
値
を
上
回
る
水
準
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

（
六
）
に
つ
い
て

第
二
期
水
質
保
全
計
画
に
お
い
て
は
、
平
成
十
九
年
度
末
ま
で
に
達
成
す
べ
き
生
活
排
水
処
理
施
設
の
整
備
内
容
が
記
載

さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
長
崎
県
か
ら
は
、
第
二
期
水
質
保
全
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
た
水
質
保
全
対
策
の
実
施
に
よ

り
計
画
期
間
中
に
水
質
保
全
目
標
値
を
達
成
で
き
る
と
の
予
測
結
果
を
得
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

（
七
）
に
つ
い
て

二



調
整
池
の
化
学
的
酸
素
要
求
量
（
以
下
「
Ｃ
Ｏ
Ｄ
」
と
い
う
。
）
が
流
入
河
川
の
水
質
と
比
較
し
て
高
く
な
っ
て
い
る
の

は
、
調
整
池
の
浅
水
域
で
生
じ
る
風
に
よ
る
底
泥
の
巻
上
げ
等
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
潜
堤
に
よ
る
巻

上
げ
の
抑
制
を
図
る
こ
と
等
に
よ
り
、
調
整
池
の
水
質
改
善
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

（
八
）
及
び
（
九
）
に
つ
い
て

潜
堤
の
設
置
等
水
質
保
全
対
策
の
実
施
に
よ
り
、
本
事
業
の
工
事
完
了
年
度
に
は
、
Ｃ
Ｏ
Ｄ
の
数
値
を
含
め
、
水
質
保
全

目
標
を
達
成
で
き
る
と
の
予
測
結
果
を
得
て
お
り
、
今
後
と
も
水
質
保
全
対
策
の
推
進
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

（
十
）
に
つ
い
て

本
事
業
は
、
潮
受
堤
防
を
設
置
し
、
高
潮
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
側
に
設
け
た
調
整
池
の
水
位
を
標
高
マ
イ
ナ

せ
き

ひ

ス
一
メ
ー
ト
ル
と
な
る
よ
う
に
管
理
す
る
結
果
、
潮
汐
の
直
接
的
な
影
響
を
受
け
な
く
な
る
こ
と
、
既
存
堤
防
の
排
水
樋
門

た
い

の
前
面
に
お
け
る
ガ
タ
土
の
堆
積
が
解
消
さ
れ
、
ミ
オ
筋
（
流
路
）
の
確
保
が
容
易
と
な
る
こ
と
か
ら
、
河
川
、
排
水
路
等

か
ら
調
整
池
へ
の
排
水
が
速
や
か
に
行
わ
れ
、
大
雨
時
で
も
洪
水
被
害
の
軽
減
を
図
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

た
め
、
高
潮
の
防
止
及
び
潮
汐
の
直
接
的
な
影
響
の
排
除
の
た
め
に
は
潮
受
堤
防
の
設
置
が
不
可
欠
で
あ
る
。

（
十
一
）
に
つ
い
て

三



御
指
摘
の
流
況
解
析
は
、
調
整
池
水
位
よ
り
も
外
潮
位
の
方
が
高
い
場
合
で
も
排
水
門
を
閉
じ
な
い
条
件
で
行
っ
た
も
の

で
あ
る
。

四


